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別紙 婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱一部改正新旧対照表（案）  

別紙  別紙  

婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱  婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱  

（通 則）   

1婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金（以下「補助金等」という。）について   

は、予算の範囲内において交付するものとし、売春防止法（昭和31年法律第  

118号）、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13   
年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）、補助金等に係る予算の   

執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算   

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び厚生労   

働省所管補助金等交付規則（平成12年貰愚答令第6号）の規定によるほか、こ   

の交付要綱め定める▲ところによる。   

（交付の目的）   

2 この補助金等は、売春防止法に基づき要保護女子についてその転落の未然防   

止と保護更生を図ること及び配偶者暴力防止法に基づき配偶者からの暴力被害   

者である女性の保護等を目的とする。   

（交付の対象）   

3 この補助金等は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）婦人保護事業費負担金  

売春防止法第34粂第2項第3号及び配偶者暴力防止法第3粂第3項第3   

号（同第4項の規定により、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し   

て行う場合を含む㌣ 

ノ 

（2）婦人相談所運営費負担金   

売春防止法第38粂第1項第1号及び配偶者暴力防止法第27粂第1項第   

1号の規定により、都道府県が行う婦人相談所の運営事業  

（3）婦人保護事業費補助金  

昭和38年3月1 

業の実施要領について」の第四の6により、都道府県が行う婦人保護施設（   

婦人保護長期収容施設を含む。）の運営事業■   

（通 則）  

1 略  

（交付の目的）   

2 略  

（交付の対象）   

3 略  



新   旧  

（交付額の算定方法）  （交付板の算定方法）  

4略  4この補助金等の交付額は、次により算出された額とする。  

（1）別紙の表の第2欄に定める種目ごとに、 

定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。  

（2）（1）により選定された宅削こ第5欄に掲げる負担く補助）率を乗じる。 

（3）（2）により算出された額の合計額を交付額とする。  

（交付の条件）  （交付の条件）  

5 略   5この補助金等の交付決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業に要する経費の配分の変更については、次により行うものとする。  

ア婦人保護事業費負担金、婦人相紋所運営費負担金及び婦人保護事業費補助金  

間での経費の配分の変更は、してはならないものとする。  

イ婦人保護事業費補助金に係る事業に要する経費の種目間での配分の変更  

（交付決定におけるそれぞれの配分額のいずれか低い額の10％以内の変更を  

行う場合には、当該都道府県の区域を管樺する地方厚生局長く徳島県、香  

川県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局長、以下「地方厚生（支）  

局長」という。）の承認を受けなければならない。  

（2）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、地方厚生（支）  

局長の承認を受けなければならない。  

（3）事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生（支）局長の承認を受け  

なければならない。  

（4）事業により取得↓、・又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機絨及  

び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令  

第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す  

るまで、地方厚生（支）局長の承認を受けないでこの補助金等の交付の目的  

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しては  

ならない。  

（5）地方厚生（支）局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった  

場合には、その収入の全部又l孝一部を国庫に納付させることがある。  

（6）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい  

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら  

なければならない。  

（7）この補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1  

による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を  



整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた 

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければな  

らない。   

（申請手続）   

6 都道府県知事は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度の8   

月末日までに地方厚生（支）局長に捷出するものとする。   

（変更申請手続）   

7 この補助金等の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交   

付申請等を行う場合には、6に定める申請手続に従い、別に定める期日までに   

行うものとする。   

（交付決定までの標準的処理期間）   

8 国は、6又は7に定める申請書が到達した日から起算して、原則として70日   

以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（補助金等の概算払）   

9 厚生労働大臣は、補助金等の概算払をする必要があると認める場合には、国の   

支払計画承認額の範囲内において、概算払いをすることができる。   

（実績報告）   

10 都道府県知事は、別紙様式3による事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年   

度の6月末日（5の（3）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当   

該承認通知を受理した日から1か月を経過した日）までに地方厚生（支）局長に   

浸出しなければならない。   

（補助金等の返遼）   

11地方厚生（支）局長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既に   

その額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分に   

ついて国庫に返還することを命ずる。   

（申請手続）  

6 略  

（変更中諸手続）   

7 略  

（交付決定までの標準的処理期間）   

8 略  

（補助金等の概算払）   

9 略  

（実演報告）  

10 略  

（補助金等の返還）  

11略  
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別紙  婦 人 保 護 費 交 付 基 準  

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

婦人保護  婦人相談所一時  

事業費  1別表に示す「施設事務費算定基準」によって算  

負担金   定された額（経費の種塀ごとにそれぞれの単価に  

員数（別に定める「聯眉職種別配置基準」を限度  

とする。）．を乗じて得た額の合算額）を、当該施  

設の取扱定員に12を乗じた数によって除して得  

た額（円未満切捨）と、表1「施設事務費基準限  

度軌とを比較していずれか少ない方の額に取扱  

定員と12を乗じて得た額（以下「標準国庫補助  

基本額」という。）とする。  繕料、役務費（通  

ただし、職員職種別配置基準を満たす施設であ  

って、指導員が配置基準を超えて配置されている  

場合には、当該超えた指導員数の範囲内において、  

厚生労働大臣が必要と認めた指導員数（以下「指  

導員加算数」という。）を限度として「施設事務  

費算定基準」によって算定された額（指導員に係  

る経費の種頼ごとにそれぞれの単価に指導員加算  

数を乗じて得た餅の合算額）を、圭引咳施設の取扱  

定員に12を乗じた数によって除して得た額（円  

未満切捨）と表2「指導員1人当たり加算限度額」  

に指導員加算数を乗じて得た額とを比赦していず  

れか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額を標準国庫補助基本額に加算することができる。  
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1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象潅費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

（注）1「地域区分」の適用範囲については、次  （注）1r地域区分」の適用範囲については、次  

によるものとする。  によるものとする。  

（1）「山」とは、一般職の職員の給与に  （1）「旦ヱ∠主塑」とは、一般職の職員の給与に  

関する法律（昭和25年法律第95号）第11  関する法律（昭和25年法律第95号）第11  

条の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  粂の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  

事院規則」という．）9－49別表（以下イ別  革院規則」という。）9－49盟剋別表（以下  

表」という。）第⊥の支給割合が＝塵塑とさ  ⊥坦剋別表」という。）第旦の支給割合が  

れている地域とする。  週とされている地域とする。  

（2）「週」とは、人事院規則別表第⊥の支  （2）「上皇（旦塑」とは、人事院規則坦剋別表第  

給割合が遡とされている地域とする。  且の支給割合がユ旦∠1堕とされている地域と  

（3）「12／100」とは、人事院規則別表第⊥の支  する。  

給割合が三塾塾とされている地域及び塞公旦  （3）「12／100」とは、人事院規則班別表第  

迷五とする。  旦や支給割合が12／100とされている地域と  

する。  

」剋塗L  也「11／100】とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が11／100とされている地域と  

宣皇L  

（全）「10／100」とは、人事院規則別表第1及び  （亘）「10／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第⊥の支給割合が旦墾塾とされてい  且の支給割合が主旦∠ユ建とされている地域及  
る地域及び習志野市、八千代市、小垂井市、  び習志野市、八千代市、小金井市、東久留  

綾瀬市、座間市、逗子市、摂津市」去五重」  米市、逗子市、摂津市とする。一  

広島県府中町とする。  血「9／100」とは、人事院規則附則別表第  

（削塗L  2の支給割合が9／100とされている地域及  

び綾瀬市、座間市とする。  

（ヱ）r8／100」とは、人事院規則附則別表第  

（亘）†8／100Jとは、東大和市二松原市とする。  2の支給割合が8ノ100とされている地域及  

び大東市とする。  

（削除）  ＆「7／100」とは、東大和市、松原市とする。  

（旦）「6／100」とは、人事院規則別表第1及び  （旦）r6／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第⊥の支給割合が基盤塾とされてい  且甲支給割合が建旦とされている地域及び  

る地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士  狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、ふ  

見市、ふじみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、壁  じみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、大阪狭山市、  

勢原市、神奈川県寒川町、大阪狭山市、大阪  大阪府忠岡町、州西市とする。  

府忠岡町、川西市とする。  
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1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4対琴線費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

（削除）  （10）r5／100」とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が5／100とされている地域及び  

伊勢原市、神奈川県寒川町とする。  

（ヱ）「3／100」とは、人事院規則別表第1及び  （邑）「3／100」とは、人事院規則附則別表第  

附則別表第1の支給割合が六級地とされてい  且の支給割合が3／100とされている地域及び  

る地域及び長岡京市とする。  長岡京市、広島県府中町とする。  

（週）「その他」とは、（1）から（弘）以外の地  

（旦）「その他」とは、（1）から（ヱ）以外の地域  域とする。  

とする。  

2取扱定員は、別に定める施設別定員とする。  

2取扱定員は、別に定める施設別定員とする。  

2寒冷地手当  2寒冷地手当  

国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び同文  国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び同支  

給規則に定める支給地域に所在する婦人相談所－  給規則に定める支給地域に所在する婦人相談所一  

時保硬所に勤務する職員に対して支給されるもの  時保謙所に勤務する職員に対して支給されるもの  

で、毎年10月31日現在の現員に対し都道府県  で、毎年10月31日現在の現員に対し都道府県  

条例の定めるところにより支給した額の合算額と  ．条例の定めるところにより支給した額の合算額と  

次の寒冷地手当算定方式により算定した額とを比  次の寒冷地手当算定方式により算定した額とを比  

較して少ない方の額とする。  較して少ない方の額とする。  
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1区分 2種目  3  基  準  額  5 負撞  1区分 2種目  3  基  準 額  4 対象経費  5 負旭  
（補助）率  （補助）率  

寒冷地手当算定方式  寒冷地手当算定方式  

寒冷地に所在する施設  
（1）旧寒冷地に所在する施設（新寒冷地に所在する施設を除く） ①歳費の種類ごとに単価に員数を乗じた額の合計額  

次表の単価に員数を乗じて算定された額   

単  価   負数 ②①で算出された合計額から1人あたり130，000円を引いた額（0円以下となる場合は、0円とする。）  

3級地  4級地  
経費の種類  単   価  員 数 

1級地  2級地  （1）定額 旧5叔地旧4級地旧3故地旧2銀地旧1叔地  
円  円  円  円  円  円  円  円  円  

ア131，900116，800112，700  89，000 世帯主の員数  ア163，700129．60097．80067，50039，600世帯主（扶養親族3人以  

イ 72∫900  65，300  64，300  51，000 準世帯主の員数  
上）の負数  

イ136500108000815005630033000世帯主（扶養親族1人ま  
ウ51，700  44．000  43．000  36，800 非世帯主の負数  たは2人）の員数  

ウ82，90065．00049，10033，60019．800準世帯主（扶養親族なし）  
注「寒冷地」とは、国家公接見の寒冷地手当に関する法律（昭和24年法律第200号）第1粂第1号及び第2号に  の員数  

定める地域をいう。  エ59，20045，80034，ZOO23，30014，200非世帯主の負数  

（備考）1「世帯主Jとは、扶養親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えて  
（2）加算額 北海道  

いるものをいい、「準世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を構え又は下宿、  
ァ円 

円 

棄等において独立世帯を形成しているものをいい、「非世帯主」とは、世帯主及び準世帯主  
世帯主の員数  

イ44．30034，40025，700 準世帯主の員数  
以外のものをいう。  

ウ22，20017，20012，900 
2「世帯主」には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、  

非世帯主の員数  

その扶養親族と同居しておらず、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域  
北海道以外の地域  

旧円旧三諾円  
との最短距離が60キロメートル以上であるものは含まないものとする。  

ァ 世帯主の負数  

イ11，000 5．500  準世帯主の負数  

ウ5．500 2，700  非世帯主の員数  

注1r旧寒冷地Jとは、「脱帽の職長の給与に関する法砕等の一郎を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成  
16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定める地域のうち、新寒冷地を除く地域をいう，  

（2）盤 
。て算定された額   

単 価  負数  

円円円盤4級地円 
ァ 89，000  世帯主の員数  

イ72，900 65，300 朗，300 61，000 準世帯主の員数  

ウ51，700 44．000 43．000 36，800 非世帯主の員数  
注2 

切零細とは、国家公粕の錮地手当に肘る榊（昭和2仲紳鰐2岬）軌条軌槻び第2号に定める  
地域をいう。  

（備考）1「世帯主」とは、侠袈親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えているものをい  
い、「準世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を捕え又は下緒、親等において独立世辞を  
形成しているものをいい、「非世群生」とは、世杵童及び準世群生以外のものをいう。  

2「世帯主」には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、その扶養親族と  
同居しておらす、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域との最短距離が60キロメート  
ル以上であるものは含まないものとする。  



新   旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

略  （補助）率  

3夜間警備体制強化加算  

警備員を尾上げ又は委託契約等に基づき警備員  

を配置若しくは機械設備を利用し、夜間警備体制  

の強化を図る場合次の算式によって算定した額。  

ただし、警備貞を配置する場合は1施設2名ま  

で、機械設備のみの場合は1施設1式までとし、  

響傭兵と機械設備を併用する場合はどちらか一方  

を本加算の対象とする。  

（宿直職員が配置されており、夜間における入所  

者への処遇が適切に行える職員体制になっている  

場合に限る。なお、夜間に警備員のみとなる施設  

は、不加算の対象としない。）  

（算式）施設定員×夜間警備体制強化加算分保護  

単価×警備真数（又は機械設嘩1式数）  

夜間警備体制強化加算分保護単価－（月額）  

定貞単価（円）  

20名以下 乳090  

21～30 5，390  

31～40 4，040  

41～50 3，230  

51～60 2，690  

61～70 2．310  

71～80 2，020  

81～90 1，790  

91～100 1，610  

（注）婦人相談所の終業時間から翌日の始業時間  

までの間12時間以上警備員を1名配置する場合  

には本加算分保護単価に2を乗じた単価を加算す  

るものとする。  



新  
旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  
（補助）率  

′  

4略  
4入所者処遇特別加算  

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設  

であって、別途定めるところにより、入所者処遇  

特別加算が必要と認定された場合。  

5略  
5単身赴任手当加算  

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、  

別途定めるところにより、単身赴任手当加算が必  

要と終定された場合。  

6略  
6事務用冬期採媛費  

北海道に所在する施設について  

取扱人員×2，210円  

7降灰除去費  7降灰除去費  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61  
括動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61  

号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域  
号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域  

に所在する施設について  
に所在する施設について  

1施設当たり年額139，330円  1施設当たり年額138．700円  

8略  
8（1）1により算定した事務費について、次の各号  

のいずれかに該当するときは、その事実の生じ  

た日の属する月の翌月から1の方法に準じて事  

務費の額を改定すること。  

ア当該施設の取扱定員に変更を生じたとき。  

イ当該施設の職員に増減を生じたとき。  

ただし、1か月以内における増減を除く。  

（2）算定した事務費の算定基礎等に誤りがあった  

場合は決定の時期にさかのぽって改定するこ  

と。  

9心理療法担当職員雇上費加算  
9心理療法担当職旦雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職鼻雇  
別途定めるところにより、心理療法担当職鼻雇  

上贅加算が必要と認定された場合。  
上費加算が必要と認定された場合。  

1施設当たり年額1．794，410円  1施設当たり年額1，794．361円  
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新   旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

略  （補助）率  

の基準額を適用する。  

〔14日を超えた場合〕  

1人身取引被書着分  

前項〔14日を超えた場合〕の1の「暴力  

被害者」を「人身取引被審者」と読み替え、  

その基準額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前項〔14日を超えた場合〕の2の「暴力  

被審者」を「人身取引被害者」と読み替え、  

その基準額を適用する。  

13売春防止法に基づく要保護女子の一時保護委託費  

別途定めるところにより、売春防止法に基づく要  

保護女子（以下「要保護女子」という。）の一時保  

諌を委託して行う場合、次により算出された額の合  

算額  

〔14日以内の場合〕  

1要保健女子分  

前々項〔14日以内の場合〕の1の「暴力被  

害者」を「安保譲女子」と読み替え、その基準  

額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前々項〔14日以内の場合〕の2の「暴力被  

害者」を「要保謀女子」と読み替え、その基準  

額を適用する。  

〔14日を超えた場合〕  

1要保護女子分  

前々項〔14日を超えた場合〕の1の「暴力  

被春着」を「要保護女子」と読み替え、その基  

準額を適用する。  

2同伴児（者）単独分  

前々項〔14日を超えた場合〕の2の「暴力  

被害者」を「要保護女子」と読み替え、その基  

準額を適用する。  



新   旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

略  
（補助）率  

事業費  次に掲げる額の合算額  婦人相談所一時  

1賓保護女子等分  保護所入所者の処  

（1）事業費  遇のために必要な  

各月初日の保護現員（月の中途において退所  

した者を除く。以下「各月当初保譲現員」とい  

う。）に月額54，600円を乗じた額の合算  

額。  扶助費等  

ただし、毎年11月1日からその翌年3月  

31日までの間は、その間の各月当初保護現鼻  

に次の冬期加算額を乗じて算定した額を加える  

ものとすること。  

冬期加算額  

工区lⅡ区lⅢ区lⅣ区lv区lⅥ  

8，9。糾7，1刺5，4。勘4，2。PIz，80糾2，20  
（注）地区別区分は、生活保護法による保護基準  

（昭和38年厚生省告示第158号）の別表  
第1附表の区分による婦人相談所の所在地に  
ついて適用するものであること。  

（2）妊産婦加算  

妊産婦については、各月当初保護現員に掲げ  

る区分ごとの妊産婦加算額を乗じて算定した額  

を、前項により算定した事業費にカロえるものと  

すること。  

ただし、妊婦については、次に掲げる妊婦の  

額を出産した日の属する月まで加算するものと  

し、産婦については出産した■日の属する月の翌  

月から2か月間加算するものとすること。  

妊産婦加算額  

6月以上 産婦  

円 円 円  

9，140 13．8108，490  
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新  
旧  

略  
1区分  2癒目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

3事業費の算出にあたり月の途中で保護又は退所  

した者についての事業費（冬期加算を含む。）、妊  

産婦加算及び母子加算の額は次の算式により算定  

した額とする。  

当該月の保護日数  

月額単価×  

30日又は当該月の日数  

4入所者の生活指導のための器具機材費として地  

方厚生（支）局長が必要と認めた額。  



要卜路  ⊂）  

一川・・・ 4日；  ▼一4    ＼  

に〉 こ≡  Lrつ  

赦  
建 商工  

衷  

寸   
・霊  

（  
璧轟±e合鍵赦蟹式1・n赦判1P東髄薫染配仰望㌣時宜磋楚型芯吏献寵埜  

載壇  嫌刃  卓歌  
雅男  淋鮎  粛鰭  
堕 華導  磐 e思  
．                                   ・…・  ■  ■ ・・  

懸  や」  柵吏食  
士刃  l喝  肇㊥鮭  
童歌  亜（  雫車刃  
土建  

ロユ  
噂鼎粧  

濫㊥焙  麻  蹴凧                             頭  巾）  e裔項  
掛  聾す吏  華  載朝  通塾簑  

嗅掛合  堕  蛮軽  量 く 叫  
鞋足軽  普  く東  

膝  I 固着  
和浄埠  

端歌  蕪柵鰍  亜  式  
哨  ′  

撃置（                                  越量刑  

尊芯 簑南」東  灘 簑刃  蒜雪忘                           赦 簑褒埠  
時嵩  芯排喝  盤  怒秋  蝉 芯e央 
生思  霹璃（  恕  滋味習  
空く 璧泣叫  く  湛盟                             囲  昔時恕 
巳繁  くe 

軍 巴笹 
孟  くす吏  ．  

基  
一  

質酔判  蜜柚愛  
軒世  N  足軽  の  

想鼻」  
e刃  

ⅢⅠ   叔  
畢   
N   

如  
輯  

魚   － ：■  

凶  
■■■ 一Ⅲ  ＝    l：1 ■■  

▼・・■  蟹伝承  

騒   

劇b   巳   

l》  



望卜隠  ⊂〉  

■It■・六  

∽筆   

輌ネ外食くn旨  
小丑5ゼ聾凍  

：ミ  

建 亜  
衷  
寸  

く華賀楢増  
′人     蟹埜†や評Ⅱ巳森永  

朝     聖    舟  
Iや  E：  

皐祁  ○  

膠  肇：感  の     匡I¢  一  

巳す  鮮     亡 ・：・、  Il  
中豆  艮  

［n  敵   
掛 塵  社婦  く  

朝  埜・n  渕  
＝   ・：．・     ≡∴こ圭  
塑二  小舟  堕  
匡  jヒ絆  朝  

蛸  熱  心型  聖  
埜  亜屑  蟄  
普  簑 評  匡  

l 桔≦朴  e  
毒・    ；川  

湛  茫褒  掛胚     安  く糎 恕i吏  

寸  繁華  即日         e    朕  

裡  
N  

食  
凶  

振   

空   

∠U  



皇卜隠  ⊂〉     承毒 4；匿  r・」    ＼   1n こ巴  Uつ  

蓉導 ′壁上藁十荘．柊塑撫  混  

軸： 建  

墓室軍壷讐壷芸書要芸 
感… ′贈巨く  

衷 寸  ．    堕e蕊訓令牲．′     壷慧慧誌さ扁警纂雪蒜篇慧 
静  

叫琳蓉和栗程華軟性）撃玄  

㌣＝ヨ  

冊醸二E  
渥悪 
。  栗轟く口   

度  r・1ン・・生＞   

江1  
ニ忌ま吏  レ署長 」．キU   
型£ト捜   

掛  璧⊥1鍵   
亜上∠－U   

⑩（さ！正IG  

堕勤＝露点上トトGr二芯二番碧棟刃昭  
捕  

く粟掛刃彊露語噴出くぐ吏空堪ゆト  

磐 
rJ  

蓋毒董違憲壷董掛   撃翔鰯雲儲                      轡e叶伍愚レeぐ彗毒  
N  の  

tⅡⅠ   叔  
世   

應  

虫  幣湘嘲埜竪舟  

迩1 ▼一l  讐雅呑壷琵萎⊇    奮称賛）華隆咄 

騒   

やb   E   

∠l  



新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

4略  4民間施設給与等改善費  

地方公共団体の経営する施設以外の施設（た  

だし、昭和46年7月16日社庶第土21号厚  

生省社会局長、児童家庭局長通知1こいう社会福  

祉事業団等の経営施設を除く。）であって、別  

途定めるところにより、民間施設給与等改蓉費  

の加算を必要とするものと認定された場合。  

事務費基準額×別途定めるところにより決定さ  

れた加算率  

5心理療法担当職員席上費加算  5心理凍法担当職鼻雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職旦  別途定めるところにより、心理療法担当職貞  

加算が必要と認定された場合。  加算が必要と認定された場合。  

（1）常勤職員  （1）常勤職員  

「施設事務費算定基執によって算定された額  「施設事務費算定基準」によって算定された額  

（心理療法担当職具に係る経費の種類ごとにそれぞ  （心理療法担当職員に係る経費の種類ごとにそれぞ  

れの垣価に員数を乗じて得た額の合算額）を当該取扱  れの単価に員数を乗じて得た額の合算額）を当該取壊  

定員に12を乗じた数によって除した額（円未満切捨）  定点に12を乗じた数によって除した額（円未満切姶）  

と表3「心理療法担当職員加算限度額」とを比較して  と表3「心理療法担当職員加算限度額」とを比較して  

いずれか少ない方の額に取扱定見と12を乗じて得た  いずれか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額とする。  額とする。  

（2）常勤的非常勤職長  （2）常勤的非常勤職員  

1施設当たり年額21976．343円  1施設当たり年額2．975．406円  

（3）非常勤職員  （3）非常勤職員  

1施設当たり年額1，712，090円  1施設当たり年額1，712．041円  



新  旧  

1区分   2種月   3  基  ■拳  銃   4対象経費   5負担  1区分   2種目  3  基  準  額  4 対象経費  5 負担  

（補助）率  （補助）率   

畢3  心理療法担当職鼻加算限度額  表3  心理療法担当職員加算限度額   

（単位：円）  （単位：円）   

定員地域区分18／100 剋迎12／－0010／100  8／－00  6／100  皿担2／100 ‖／－00 －0／－00 9ハ00   
20名以下  週   呈生遡   23．800   2遇 23．100  22，700  20名以下  姐  週  23．800  呈迎  呈旦A匹  蓑遥担   
21～ 30  二旭丘！迎  ユ且迎   15，900   15．600   15，400  15．200  21～ 30  ．旭遜迫  適ユ辿   15，900  適ユ旦9   15．600  ユ且旦！担   

31～ 40  週  週』迫   11．900   11，700   11．500  11．400  31～ 40  遁遡  週」旦9   11．900  出』迎   11．700  封』担   

41～ 50  週▲型辿  旦ヱ旦9  9．500  9，400  9．200  9．100  ヰ1～ 50  旦且吐  乳迎  9．500  旦A些  9．400  且退担   
51～60  塁』迎  ＆出迫  7．900  7．由0  7．700  了．600  51～80  旦之辿 旦』辿   7．900   ユ旦些   7朋   遇   
81～ 70  迅  三越  6．800  6．700  6．600  6，500  引 ～ 70  迅  旦且凶  6．800  旦甚坦  8．700  乱臣迎   
71～80  ＆匙坦  旦ユ塑  6．000  5．900  5．8   51700  71～80  姐迎  旦迎 6．000  旦旦凶  5．900  包迎   
81～90  姐迎   5．300  5，200   5．1叫  5．100  81～90  過   迎 5，300   迎   5．200   迎   
91～TOO  且旦辺   虫姐⊇ 4．800   4．ラ00   4．6   4．500  91～100  出題 出頭   4．800 生ヱ姐   4．700 4．7   

l定員地域区分 3／－00  
その他  

定員地域区分 8／－00  
ヱ迅  6／－00  5／－00  3ハ00 その他 

20名以下  22，200  2丁．700  20名以下  23．100  空遡  22．700  過  22．200  之1．700   

21～・30  14，800  14．400  之1～ 30  15．400  適』迫   15，200  週   14．800   14，400   
31～ 40  11，1DO 10，800  8†～ 40  11．500  j⊥旦！坦   11，400  Ⅱ遡   †丁．100   10．800   
41～ 50  8．900  8．700  41～ 50  9．200  姐迎  9，100  旦▲旦！迫  8，900  8．700   
51～ 60  7．400  7．200  引 ～ 60  7．700  迎  7．600  ヱ丘旦旦  7．400  7．200   
61～ 70  6．300  6．200  61～ 70 6．600  皇道匹  6．500  姐担  6，300  6．200   

71′〉 80  5．500  5．ヰ00  71－ 80  5，800  五迎  5．700  旦丘！迎  5．500  5，400   
81′Y 90  4．900  4．800  81′－90  5．100  旦L迎  5，100  迎  4．900  4，800   
91～100 4．400 ヰ．300  gl一†00 4，600 生堅迫 4．5 生長些 叫 4，3  

I l  
I 

I  I I 

I l  
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1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分 2種目  3  基  準  額  4対象経費      5負担  

（補助）率  
（補助）率  

6同伴児童対応指導員雇上費加算  6同伴児童対応指導員尾上費加算  

別途定めるところにより、婦人保護施設において、  別途定めるところにより、婦人保護施設において、  

主に同伴児童の対応を行う指導員の配置が必要と認  主に同伴児童の対応を行う指導員の配置が必要と誰  

定された場合。  定された場合。  

1施設当たり年額  1施設当たり年額  

（1人配置の場合）2．257，770円  （1人配置の場合）2．257．721円  

（2人配置の場合）4，515，540円  （2人配置の場合）4，515．4、42円  

ヱ人身取引被春着支援のための通訳者及びケース  

ワーカー尾上費加算  

別途定めるところにより、婦人保護施設において、  

人身取引被害者の対応を行う通訳者及びケースワー  

カ－を雇い上げた場合、各月雇い上げた日数と以下  

の日析単価を乗じて得た額とする。  

（1） 

1施設当たり日額 10．790円  

（2）ケースワーカー  

1施設当たり日額  7，180円  

Ⅱ略  Ⅱ婦人保護長期収容施設  

（1）施設事務費は収容委託者各月の現員数に1人  

月額基準額78，100円を乗じて得た額とする。  

（2）施設機能強化推進費は、前項Ⅰ婦人保護施設  

の2施設機能強化推進費の取扱いによる。  

（3）民間施設給与等改善費は、前項Ⅰ婦人保護施  

設の4民間施設給与等改善費の算定による。  

（4）下記の都道府掛こあっては、次に掲げる定数  

を基礎に算定する。  

北海道 7人  

東京都 40人  

神奈川県 10人  

愛知県 5h 

大阪府 5人  

兵庫県 7人  

福岡県 5人  

（注）別表に示す「施設事務費算定基準」は婦人  

・保護長期収容施設に適用しない。  
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1区分  2種旨   3  基  準  額   4 対象経費  5 負担  1区分 2種目  3  基  準  額  4対象経費 ・5 負担  

（補助）率  （補助）率  

事業費  1略  事業費  1〔区分〕婦人保護事業費負担金  婦人保護施設入  

〔種目〕事業費の基準額（4を除く）による。  所者の処遇のため  

ただし、基準額中「婦人相談所」とあるのは、  に必要な需用費  

「婦人保護施設」と読み替えること。  （食粗費、、光熱水  

なお、紋服加算については、各月初日現員×月  

額250円とする。  晶費）、備品購入  

費、扶助費、委託  

2略  2社会適応訓練費  料等  

各月初日保護現員×月額330円  

3略  3入所者の生活指導、職業訓練のための器具、機  

材費として、地方厚生（支）局長が必要と認めた額。  

4略  4同伴児童経費  婦人保護施設が行  

同伴児童対応指導員を配置する婦人保護施設が  

行う要保護女子等に同伴する児童の保育及び学習  

支援等に要する逢費  育及び学習支援等  

当該年度の同伴児童保護延人数に日額180円  

を乗じた額  な備品應入費、需  

用費（消耗品費）   

旦人身取引接客者支援のための医療費  婦人保諜施設  

人身取引披春着が診泰、治療等の医療を受ける  で保推した人  

ために要する経費  身取引被害者  

の医療費（医  

廃機関におけ  

る診察、検査、  

治療及び診断  

昔の発行等医  

痍に要する費  

用．ただし、  

他法他制度が  

利用できない  

場合に限る。）  
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（別表）  

略  
施設事務費算定基準  

経費の  

経費の区分   単  価   員   数  

種類  

人件費  （1）給  与  毎年4月1日現在（以下「4月当初現在」と  

いう。）の職員の現員を基礎として算定する。  

ア．都道府県及び市が経営する施設にあっては、  

4月当初現在の職員の現員の本俸、特殊業務  

手当（主任指導員及び指導員については、別に  

定める額を限度とし、看護師については、1人  

月額2，500円を限度とする。）、地域手当  

（毎年度の4月中に給与の改定を行うことが  

明らかな場合は、その本俸、特殊業務手当及び  

地域手当をもって4月当初現在のそれぞれの額と  

みなす。）及び扶養手当の合算額と次に示す  

職員の職種別の本俸、特殊業務手当、地域手当  

及び扶養手当の合算額とを比較していずれか  

少ない方の額とする。   
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（別表）  （別表）  

施 設 事 務 費 算 定 基 準  施 設 事 務 費 算 定 基 準  

経費の  経費の  

経費の区分   単  価   員   数  経費の区分   単  価   員   数  

種板  種類  

地域手当（舎l十六各叫  
地域手当（舎l十べ各叫  

陣事よ別   榊 讐殊耗誓匝群当 帥 止旭止旭1綱 川川。・∽00 8仰 川  咄別   納貸株泉誓細鞘 合什 皿皿皿迫ほ′10。皿拉t。川0 鮎皿．8′l。8 ユ∠血 糊 玉山拉 3用  
1   8    CDざ（人十8◆C）   【   F   （；   H・ l   J   K  ∧    B    Cロミ（▲叩◆C）   E    F    ロ    H   I   J   K    L    肘    〃    ¢  

Ii2一之g  

1乱183 Z59．583     呈L姐王 封．】50 25．958．犯7¢7 15．57ち 1．－8丁  
錘卜帥  施設長  Zl札ヰ88  掩R長  之1す．㈹O  t3．183 Z59．58I    遮＿ll三 っl．柑9。姐皿 25．958 迫ユ班 Z0．†珊止皿 ほ．5丁5 昆」迫 丁，18丁  

（50名以下）  （St幅以下】  

細l－l  縫4・l  

施設長  之7t．480  り．t83 Z84．ら83 む」公 1L址王：札柑0 即．458 ZZ．161 t7．875 8．田1  穐股長  川．㈹0  1ユ．川コ 201．80コ 鮎迫 過．且旺 a4．柑○ 山弘 之IJ引＝ j旺Jlヱ ZZ．丁即1旦皿1丁．即5 jム．Z公 8．ざJ7  
ほ1名以上）  （Sl名以上）  

行9  －川Zは柑3過皿乱皿2用之…－8】7・ロ55 －川 用5  
抒9  

狐叩0  z。川。  －い83粕－8コ皿出⊥姐2用之旭…8Ml－・。55止血化7”皿劇 …95  

樟 描 狐8。。‖・－。。・川ヱ5膵鮎皿址皿礼05825・川れ0コ引一打m‖ いm  蛋g柑糾  弧印。－り。。－川抑相鉱j妃凪避即58揖拉即朝出出札冊止血胴2夕凪出 7・…  摘員  
福 措 

Z柑・Z。8‖・7。。……鋸柑3鮎並姐皿Z9・之g。礼…－岬“・845Ⅷ2  A 219・Z師‖・7叩札一叫∵川川坤■弘』因；軋山封2・紺‖出止血2十…1礼』皿l・52丁止戯一川51L辿‖1・82Z  
員  度29 

医ヱ9 2鋸。…・50…・用…仰山皿 醐一也皿酬8皿1川・・止⊥鉱一H・“ほ⊥L山一・川  
狐ZOO2・5。。……l川3出皿迦皿即朋軋488輌l…コⅧ  

霞9 匹8 川い00 乱川コ糾0。3出』AZL揖2川払出2。t4。8止皿・膵7比迅12・245皿皿1…之  
■9川。 …32。川コ姐脳迎j止礼…Z川“胴Z－12・245…Z  

け 
斤 1馴胴 乱161‖川8迎皿益』皿…－”」皿』矧＝・…止』1川止血l叩，も出川  

一馴00 札t8…7川3迫皿…丁8胴9別川・31910・1つ，5・389  
拝 

樽 謁栂粗捌2。5・…lい叩札柑…岬ユu迅姐27・88Z益皿礼。88姐皿L川・哺引迅」』一冊山皿－・脚   
忘誌鋸引旦細見捌0。Il・700t川肌683乱皿払戯之7・6蛇孔0881摘5射“Ⅷ   

合汁鑓（舎紳＋絶戚串盟）●  

合計額（含か＋地域手当）  鼠は別止山吐出a吐t2／柑01t／l0010／川09／川011灯用Ol】／l006／柑05ハ拍コハ00その他  
≠は別    止乙1皿．ほ山地 t〝l00 tO／聞 8〃00 6ハ00 3ハロ0 モの他  Otモ  P◆F  D◆8  P用  いl …  D◆X  P几  州  t州  P◆0  l  

D◆E   t〉◆F   D十q   ロ◆H   D●I  D◆J  t）十K  繕Z一門  

樽トZ9  
掩丑長  弧ユほ田上jj温Z90．丁ココ188，lコ丁265．541Z8Z．H引之m．3S02門，？封Z－S．1引‖2†2．562之即．耶○之5れ封3  

施Ⅱ良  迎Lユ凶 OZ90．乃32隠糾12帆コ50275．柑8之87，耶別2朋．58】  【50名以下）  

（50名以下）  
用トl  
穐蚊長  辺L皇位皿Ll祖118丁ユーコ柑抑’ユ】3011コlO柑5訳けコぎ○】04504抑椚2，88ほ之的ほ¢Z6＝8コ  

福4－l  （51名以上〉  

施設長  ユ遥．．皇以ユ乙L之迎ユI乱乃33】3．M‖コ肌．つSO38L稲山2朋．ほOZ軋583  
（51名以上）  行一  皿u鮎‖脳』矧乙札祁利Z－・‘JJ肌抑ZJ～・J椚J。・～J・Z2川即7＝椚一之Z札j7…川  

行9  
・  巷」退M23川机50‖狐2コ8御7ヰZ柑・57…川  権 E瞞A l岨皿祖L山肌5“ZT川6之75・開＝㌢札ルぴ＝m＝矧＝が札・…65・5ほ汎。抑25川7軋18コ  

檀 出L弘也皇戯Z8q馴ヱ丁5・甜川・5ZZ2馴Zヱ即誹7び川ヱ  摘 川現  員  址L批正L建玉～耶78Z7川2糾…椚付狙…がいさタ25膵瓢ヱ”粧一。5裾。。〇  

柑 皿U出打払u鮎＝m持叩細い削卜猫＝－。2鋸ヱ82＝。5裾0¢3  匿Z，   
員  址ヱu山王ー・朋2丁いほ。Z鋸7t抑，Z2祁＝742剛Z5軌5丁6Z57・冊Z52・Z2…川コ  

度Z，   出題」uZ71・Z開2柑誹一札刷鋸丁引25＝ヱ9裾883  丘9  凪猥罠L揖肌釘J2綱～糾仰狐欄狐…＝朋岬‡別…・2即拙～P5肌。8ユ  

正，   払出弘一魁Z28・ち7＝軋4g■払…Z胴之…川5肌ロ83  行   皿u迅鮎u2。軋購＝】購・川－，6・帖＝，川tl耶0…1調川川…川…川ほ17川ユ  

行  仔2－5  

迅凪題ヱ0川一閃・○“＝粥・卸“一朗・7㍊－8摘目礼掴  l日加法舶且員ヱ臥旦星宣ヱ姐258誹JZ軋P即緋・乃‖2割・…彿朋姉相川・5紺Z12・ヱけgJ7・鍾コ抑6さつ  

緒ト5  心舶削旦当職員山王軋ヱ蛤258誹525コ誹IZ朋」）8軋甜Z几803Z汎68コ  
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経費の  
√  

略  
経費の区分   単  価   員   数  

種規  

イ．法人が経営する施設にあっては、4月当初  

現在の職員の本俸、特殊業務手当（主任指導員  

及び指導員については別に定める額を限度とし、  

看護師については、1人月額2，500円を  

限度とする。）、地域手当（毎年度の4月中に給  

与の改定を行うことが明らかな場合鱒、その本  

俸、特殊業務手当及び地域手当をもって4月当  

初現在のそれぞれの額とみなす。）及び扶養手当  

の合算額とする。  

（2）期末勤勉手当  

なった4月当初現在の職員の期末勤勉手当加算額  

の合算額とする。  

（3）管理職手当  

本俸×12  

（4）管理職見時別  

勤務手当  

休日の勤務をした場合  

勤務1回につき6，000円  

（5）超過勤務手当  

特殊業務手当（1人月額2，500円の加算額を  

除く。）及び地域手当の額の合算醸（施設長の本俸  

及び地域手当の額を除く。）×12  

（6）住居手当  

職員の住居手当の月額  

（7）通勤手当  

職員について算定した手当月額   
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経費の   経費の  

経費の区分  単  価  員   数  経費の区分   単  価   員   数  

種類  種叛  

（8）略  （8）非常勤調理員  年額1，596，000円  

等  

（9）略  （9）非常勤調理員等  年額 74，480円  

年休代替要員黄  

（10）略  （10）年休代替要員費  年額 118卜400円  

礎となった指導員及び  

看護師数  

（11）略  （11）調理員等年休  年額 106，400円  

代替要員奨  礎となった調理員等  

（12）略   （12）看護代替経費  年額 1，950円   

厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  12  （13）社会保険料  厚生年金保険、健康保険及び雇用保険労働者  12  

事業主負担金  事業主負担金  

4月当初現在職員現長の給与に見合う所定の月領  4月当初現在職員現員の給与に見合う所定の月額  

の合算額又は給与の算定基礎額の欄において◆算定  の合算額又は給与の算定基礎額の欄において算定  

した給与に0．17970を乗じて得た額 した給与に0．17920を乗じて得た額  

（14）略   （14）嘱託医手当   12  

（15）宿直業務改善費  1  （15）   1施設年額 2，460，500円  1  

管理費  管理農  費  5，580円  

礎となった職員のう  

ち、調理長等を除いた  

職員数  

（17）略  （17）庁 費  57．120円   
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経費の   経費の  

種 類  経費の区分   単  価   員   数  種 類  ■経費の区分   単  価   員   数  

（18）略  
（18）特別管理費  842，100円  

51人以上の嘩設年額 785，400円  

（19）略  
（19）職員研修費  1，950円  

礎となった職員のう  

ち、調理員等を除いた  

職員数  

（20）略  
（20）被∴服 630円  

礎となった調理員等  

（21）職員健康管理費  旦」ヱ旦旦円  （21）職醐費  旦」 

礎となった職員数  礎となった職員数  

（22）略  
（22）各所修繕費  1d当たり379円  

（1一正未満切冶）  

ただし、一時保健所の  

場合婦人相談所との兼  

用部分については、そ  

の主たる用途によって  

按分された延面横  

（23）略  
く23）入所者保健  3．150円   

衛生費   

（24）略  
（24）業務省力化等  299．985円  

勤務条件改善費  礎となった指導鼻及び  
看護師数  

調理員年額 290，472円  
礎となった調理負数  

（25鳩墓整響暴  
年額 旦」ヱ＿旦＿9＿円   

（25）迭義教馨暴  
年額 j⊥」む旦』 

（26）略  
（26）苦情解決対策  年額 25，326円   

経費   
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別紙様式1  

護管負担（補助）舎調書  
厚生労働省所管  

園  地  方  公  共  団  体  

歳  出交付決定  歳   入  歳   出  

補助率科  ぅち国庫  うち国庫 備考 
予算科目の 額  目開現靴入済額科 目予算現額支出済度  

く項）児童虐待等  
防止対策費  

（目）婦人保護事  
某黄色担金  

ロコ  
（日）婦人相談所  
運営費負担金  

（日）婦人保護享  
英資補助金  

ヽ■′■一′、■～′．一■・、一■′■〉■〉■ヽノ′－■■一■・′■一一、一■■・－－■一一■〉◆〉′・■′■■－■～【一′・・一～■■・′■、■～～一・－■・・一一■■、■′■一′ヽ■－■ヽ■．－′一■ヽ一■、′●■・一′ヽ－■′■・一～′、′■■一■■一■〉▲、■・′■・一～～′■・′～■■■ ” －■〉′■′～～一ヽ一～■一 【 ′・－■■〉■■・′■■・′・・■一■・■■■■′■■  

1r国」の「歳出予算科目」は、項及び目（交付決定が日の細分において行われる場合は、目の細分まで）を記載すること。  

なお、各省各庁の長が補助金等を補助要綱又は補助条件等によって、補助事業等に要する経費の配分の変更について葉止し、又は、各省各庁の長の  

承認を要するものと規定している場合においては、他に流用することについて彙止し、又は承認を要するものとして配分された経費に対する補助金等の額  

の区分名を特持し、その他の経卦＝対する補助金等の矧＝ついては一括して「その他」の区分名を記載すること。  

之「地方公共団体jの「科巨Jは歳入にあっては款、目、節を、歳出にあっては、款、項．目をそれぞれ記載すること．なお、歳出にあっては前記なお書によリ  

国の歳出予算科目欄Iこおいて補助事業等に要する軽費の配分に応じて補助金等の虔の区分名を記載する場合において、これに対応する経費の配分の自  
の内訳に係るときは、当該経費の配分の目の内訳として記載すること。  

3 r予算現額」は、歳入にあっては当初予算乳補正予算頗等の区分を、歳出にあっては、当初予算頴、補正予算諾、予備費支出額、充用増減鎮等の区分  
を明らかにして記載すること。  

4 r備考」は、参考となるべき事項を適宜記載すること。   

麗   

蜜   
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別紙様式2  
番  号  
平成  年  月  日  

地方厚生（支）局長 取  

都 道 府 県 知 事  印  

平成 年度婦人保護費負担（補助）金の交付申請について  

標記について、次のとおり交付されたく騙係書類を添えて申請する。  

1 申  請  額   金   

〕
 
 

円
 
 
円
 
 
円
 
 

東
 
 
銀
 
 
 

申
 
 
 
申
 
 
 

金
 
 
金
 
 
 

旭
 
 
助
 
 
 

負
 
 
輔
 
 
 

庫
 
 
庫
 
 
 

国
 
 
国
 
 

〔
 
 

2 関  係  昔  類  

（1）平成  年度婦人保捜貴所要鎮訊く別紙1）  

（2）平成 一 年度婦人保技手集計国書（別紙2）   

（8）平成  年度歳入歳出予算書抄本（又は見込苺）  

8 変更申請の場合には、1にかかわらず、次のとおりとする。  

申  請  板   金  円（A）  

． 前回までの交付決定額   金  円（8）  

差引今回変更増△減醸   金 （A）－（B）円   



別紙1  

平成  年度婦人保蓬費所要餞韻書  
恕道府県名  

対象施設の  
支出予定額（A）  基  準  額  （β）  国庫補助基準額  要国庫補助額  

区分  （A）又は（B）のう  （E）  

ち少ない方の叙  
●  予言  積 算基礎  金額  篠目内訳  ＝ 三 三・▲  （C）   （C）x（D）  

児童虐待等防止対策費  

Ⅰ婦人保護事業費負担金  

1一時保護所保護費負担金  

（1）事務費  （内訳別表1）  5／10  

（2）事業費  
（内訳別表2）  

機械器具糞別紙  5／10  
ロコ  

Ⅱ 婦人相談所運営費負担金  

婦人相鉄所運営費負担金  （内訳別表4）  5／10  

Ⅱ 婦人保護事業費補助金  

婦人保護施取運嘗費補助金 

（1）事務費  （内訳別表1．3）  5／10  

（2）事業費  
（内訳別表2．3）  
機械器具費別紙  5／10  

（注）1（A）柵には、都道府県歳出予算に基づく支出予定鎮を記入すること。（今後補正予定分を含む）  

2（B）欄には、国庫補助金交付基準ヒより算定した基準額を記入すること。   

騒   

‾ 磐  
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新  旧   

別紙2  別紙之  
．平成 年度婦人堤江平集汁圃暮  平成 年度媚人保媒事業か国事   

薯l遭府≠名  郡道府県名   
ア一時保腹所保旺賢負性企及び綿人保旺指拉速昔箕捕助会寧集計値  ア一時保雄所保は粟負性企及び婦人保旺施設遮音糞補助金事業計画  

区分   平  幕  什  訂  区分   事  集  計  Ⅷ  

綿人相談所  1鼠椎別曙1の記狂状況  （郎I年度4・1・硯在）  川人相披所  （別‡年度4・1・現在）  

一時保丑所   一府保雄析   
冨芽l所長l（品，l醐▲い捌l－脚l集配1Ⅵ恥辱l汁  冨賃l所長l（品，】平射1指幅員l肴比例＝・来貢士l胴員可Ⅰ十 

■ －■ －■ － ■ － ■l  一 矧専I  l  l  l  l  l  

l   

保は副tl  保旺所兼I  l  

2一時像旺襲託の算定内択及び計蘭書く内択別表1にて使用される様式1－aによる）  2一時保軋婁托の算定内訳及び計世事（内訳別裁1にて使用される様式1～引こよ引  

〇人身取引場害者の一時良旺委託の算定内訳及び計画書（内訳別かにて使用される様式ヰ一別こよる）  〇人身巧ほl被害者の一時良性委託の算定内訳及び針蘭書（内訳別表1にて使用される様式ヰ一別二よる）  

ヰ要保雄女手の一闘保は刺モの算應内訳及び肘圃暮【内訳剥かにて技用さ九る様式7・－8及び様式引こよる）  ヰ菓保妓女千の一時珠江隻托の算定内訳及び什画雷（内訳別表1にて使用される様式7－8及び様式引こよる）  

婦人保∴腹  婦人保丑  
施 拉   施 設   

2 各相投ことの入所者に対丁る生活指碍及び職業相場の計画  z各指拭ことの入所者に河する生活指礪及び鼠葉Il碍の叶両  

8積神科医慮上箕真東古根内訳  8碑削斗E最上糞算定暮穐内訳  

※  
施設名  

求  
（1）入所者のうち対象者の占める羽合  （申は琴丘4・1・斌在）  11）入所著のうち対良書の占める割合  仲Il年度4・1・現在）  

餌   加…書その他t†  如   加納え看そ㈹什  
人   人 人 人  人   人 人 人  

耗：対九雇とは、入鏡治絞の必実はない帆牒抑＝陣書のある針精神科通l卸こより、  沢村久看とは．入統治魔の必暮はない机蒲柳こ持寄のある着（楕削斗遇統により・  

操典頴慮を動ナている書及び慮拉内において専門層の処方を釘ナている書）訊、う．  投組治療を釘ナている手札び沌投内において書門匿の他方を卦ナている著）をいう・  

（之）加算内択  ほ）加算内訳  

l加…】ご……∴ 
‘尾上回 

。  l加…】ご＝…∴‘鷹上瓦？同コ  円  l  
4」L姐王L比丘生玉・の凛撰者乃†ルー1ワーカー呈上よ加 虜  輪人相談析  

一時保11析  
及び用人保  有・無  

1欄‖択貞㌢口＝ト覇  
・：・   

（2）誉ヰ彫心及び貞用内訳  

（古半日鎮≠価）  （尾上8数】  （一疇操膿析）  

加算耳  
◎  R x  ／8 コ  円  警備形胞   桃月数  基準■博  委托回数く月〉  

雇上箕用  

（暮寧日親風価）（雇上巳数）  
桑耗文用 

… 櫨瞼平壌零  
／い  PI 

く■】  
Cロ ー  




